
2009年（平成 21 年）5 月 1 日

 

 



2009年（平成 21 年）5 月 1 日

　
　
　
　
　

 
 

住宅火災による死者数は近年増加傾向にあり、その約6割を高齢者が占めています。今後の高齢化の進
展により、さらに増加のおそれがあることから、平成18年6月1日から、すべての住宅に住宅用火災警報器
等の設置を義務付ける改正消防法が施行されました。この法律により、新築住宅は平成18年6月1日から、
既存住宅には各市町村条例の定める日から住宅用火災警報器等の設置が義務付けられています。住宅用火
災警報器等に関するお問い合わせは、住宅用火災警報器相談室（フリーダイヤル　0120-565-911）まで。


